
広報のしろ広告掲載取扱要領 

 

第１条 趣旨 

  能代市広告掲載要綱（以下「要綱」という。）第５条の規定に基づき、広報のしろ（以

下「広報」という。）への広告を掲載することに関し、必要な事項を定める。 

 

第２条 広告掲載の基準 

広報に掲載できる広告は、市の公共機関としての品位及びイメージを損なわないもの

にするとともに、市民の福祉、市民生活の利便性を考慮し、要綱第４条及び能代市広告

掲載基準に定める基準に該当するものとする。 

 

第３条 広告の規格・掲載料、掲載位置、募集枠数 
（１） 規格・掲載料  

・１号広告  タテ 13.5 ㎝×ヨコ 8.8 ㎝・カラー・30,000 円 
・２号広告  タテ 13.5 ㎝×ヨコ 18.0 ㎝・カラー・60,000 円 
・３号広告  タテ 6.0 ㎝×ヨコ 8.3 ㎝・２色・10,000 円 
・４号広告  タテ 6.0 ㎝×ヨコ 17.0 ㎝・２色・20,000 円 

   ただし、２号広告は、募集期間内に１号広告の申し込みが募集枠数に満たなかった

場合にのみ受付する。 
（２）掲載位置 

  １号又は２号広告については裏表紙へ、３号又は４号広告については本文中の最下

段に掲載するものとし、その位置については市長が定める。 
（３）募集枠数 

  ・１号広告 ４枠 
   ・３号広告 ４枠 
   ただし、４号広告は３号広告２枠分として受付する。 

                
第４条 広告の募集及び申込方法 

（１）広告の募集は、広告の掲載時期、位置、規格、申込受付期間その他必要な事項を明

示して、広報、市のホームページ等により行う。 

（２）広告申込者は、広報のしろ広告掲載申込書（様式第１号）を市長に提出するものと

する。 
（３）募集枠数に申し込みが満たない場合は、随時受け付けることができるものとする。 

 

第５条 広告掲載の審査及び決定 

（１）市長は、広告掲載の申し込みがあったとき、広告内容をすみやかに審査し、掲載の

可否を決定した上で、その結果を広報のしろ広告承認（不承認）通知書（様式第２号）

により広告申込者に通知するものとする。 



（２）募集枠数を超えて申し込みがあった場合は、抽選により決定する。 
第６条 広告原稿の提出 
（１）広告掲載の決定を受けた者（以下「広告主」）は、広告原稿を原則として版下で、

市長が指定する期日までに提出しなければならない。 
（２）市長は、広告内容、デザイン等が要綱に定める基準に抵触し、又はそのおそれがあ

ると認められるときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。 
 
第７条 広告掲載料の納付 

   広告主は、広告掲載料を、市長が指定する期日までに納入するものとする。ただし、

市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。 
 
第８条 広告掲載の取り下げ 

  広告主が自己の都合により広告掲載を取り下げるときは、書面により市長に申し出る 

ものとする。 

 

第９条 補則 

  その他広告の掲載に関し、疑義が生じたときは、その都度協議し、決定するものとす 

 る。 
 
  附 則 
 この要領は、平成１９年６月２０日から施行する。 
  附 則 
 この要領は、平成２０年１月２４日から施行する。 
  附 則 
 この要領は、平成２１年２月２６日から施行する。 
  附 則 
 この要領は、平成２２年２月１日から施行する。 
  附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 広告の募集、その他広告掲載のために必要な準備行為は、この要領の施行前において 

 も行うことができる。 

  附 則 

 この要領は、令和２年１１月１２日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、令和５年６月９日から施行する。 


